
 

                                                                           令和２年１１月 

兵庫県バスケットボール協会  U15部会 

 

兵庫 U15リーグ戦（2021冬季リーグ戦）要項 

 

１．主催 

 日本バスケットボール協会（JBA）  兵庫県バスケットボール協会 

 

２．主管 

 兵庫県U15部会(中学校委員会、ジュニアクラブ委員会) 

 

３．期日 

【 冬季リーグ 】  2021年１月 17日(日)，2月 20日(土)，３月 21日(日) 

 

４．抽選会 

【 冬季リーグ 】  日時 2020年 12月６日(日) ※担当者による代表者抽選 

        場所 兵庫県バスケットボール協会(生涯学習センター内) 

  

５．リーグ戦実施方法 

・大会の運営を４つの「ブロック」に分けて行う。 

❶神戸・淡路ブロック ❷阪神・丹有ブロック ❸東播・但馬ブロック ❹中播・西播ブロック 

・冬季リーグのトップリーグは県全体（❶❷❸❹）で行い、交流リーグは東西２ブロック（東が❶❷、西が

❸❹）に分けて行う。申し込みの段階で「トップリーグ」参加か「交流リーグ」参加かを選択する。 

・トップリーグは、①競技者個人、②チーム、③審判(E 級以上)、④コーチ(D 級以上)の JBA 登録がされ

ていること。 

・交流リーグは試合経験をたくさん積めるリーグとすることを目的とする。JBA 登録がされていれば、兵

庫ローカルルールで合同チームも認める。交流リーグについて不明な点は、各地区リーグ戦担当にメール

を使って問い合わせをすること。 

・各リーグの順位は①勝敗数ポイント（勝ちは２点、負けは１点、没収ゲームの負けは０点）、②当該チー

ムの得失点差、③当該チームの総得点、④グループ内の全ゲームでの得失点差、⑤グループ内の全ゲーム

での総得点の順で決定する。 

・冬季トップリーグ上位６チームは、2021年４月～６月の各月に行われる春季リーグ戦において 1部リ 

ーグへ、下位のチームは２部リーグへと振り分ける。春季１部リーグの上位４チームは、第２回ジュニ 

アウィンターカップ（U15全国選手権大会）への出場を目指し、予選となる県選手権（１０月末～１１

月初旬）への出場権を得る。ただし、辞退も可とする。その場合は春季１部リーグ５位、６位のチーム

へと打診をし、出場を希望しなければ、クラブ側へ枠をゆずり、増枠を行う 

 ・クラブチームでこの冬季リーグ戦から参戦することは可能だが、その場合はその後のジュニアウィンター 

カップ県予選に「クラブ」枠で出場することはできない。 

 

６．参加料（冬季）０円（徴収しない） 



 

７．申し込み 

【 冬季リーグ 】2020年 11月 1日(日) ～ 11月 30日(月) 

・兵庫県U15部会のホームページより申込書をダウンロードし、webmailで送信し、申し込みを行う。  

 

【送信先】 各地区リーグ戦担当まで 

① 神戸地区・・E-mail  nao-yamauchixa@sch.ed.city.kobe.jp 

② 淡路地区・・E-mail  yukio_nakata@minamiawaji.ed.jp 

③ 阪神地区・・E-mail  hk13tm36@gmail.com 

④ 丹有地区・・E-mail  gengo_wakimoto@mail01.area-sanda-hyogo.jp 

⑤ 東播地区・・E-mail  shoyo.basketball.naka@gmail.com 

⑥ 但馬地区・・E-mail  tajimabasket@gmail.com 

⑦ 中播地区・・E-mail  yaski_kouta@himeji-hyg.ed.jp 

⑧ 西播地区・・E-mail  mitsu_jhs@tatsuno.ed.jp 

 

８．競技規則 

2020年度 日本バスケットボール競技規則による。 

 

９．その他 

・選手番号(0～99)は背・胸につけ、ユニフォームは濃・淡色を着用する。 

・ベンチは・ヘッドコーチ・アシスタントコーチ・マネージャー・引率教師とする。 

・リーグ戦の開催中の選手の移籍はできない。また、特別な事情がない限り、移籍は 3 年生の引退のタイミ

ングのみとする。 

・申込書に記載されている選手の中から、１試合のベンチ登録は１５名以内とする。 

・審判は審判服を着用すること。 

・その他、詳細について不明な点は各地区リーグ戦担当のメールアドレスに問い合わせをすること。 

 

10．感染症対策について 

兵庫県バスケットボール協会の「新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」に沿って対策を行うこと。

（別紙U15部会感染症対策ガイドラインを配布） 

 

 


